
実情に対する回答がまだですよ♪ 

早く総通から回答こないかなぁ～♪ 
エリアルールでの強制が違法と決まれば墜落事故・回収不能等問題多発で 
フライトできるエリアなんてなくなるのになぁ～ｗ 

正式な回答出るまでは、みなさん勝手に持論でレスしてて下さいね♪ 
狩猟等のレジャー使用を勝手にパラに置き換えて合法違法なんてレスも 
パラ叩き叩きが自作自演で楽しんでるけど無意味になりますよ。 
そしてこのスレも役目を終える 

この件はこちらで総務省に問い合せたところ 
返事が来ました 
総務省より回答 

【解説】 
これは何を言おうとしてるか説明が必要ですね。 

パラのエリアルールで「アマチュア無線の所持」があるらしいです。 
この所持の強制が無免許を誘発し違法行為を助長すると言いたいのでしょう。 

確かに無免許は問題です。 
それを強制することは悪意があります。 
無免許は本人はもちろん罰せられますが関係者も処罰の対象となります。 

ですが、 

肝心な「レジャーでアマチュア無線は使えない」には繋がらないんです。 
カツオ君は総通から「それは駄目だ」という返事を貰う為に 
パラの不法行為を質問していますが、予測される返答内容は 
「無免許だから使えません」であって「レジャーではアマチュア無線は使えません」とは 
ならないんです。 

これはカツオ君の得意なまやかし。 
○は違法だからパラでは使えない。 

これはレジャーでアマチュア無線を使うのが違法なのではなく 
○という問題点が違法なだけなので気をつけて下さい。 


